
第 42 回 二宮町新型コロナウイルス感染症対策本部決定事項 

 
決定事項等 

 
１．緊急事態宣言の解除に伴う施設の対応について 

  
☞・公共施設にて禁止していた調理室の利用や飲食について、12 月 1 日より、マス

ク着用の徹底や対人距離の確保、会話の禁止、調理道具・器具の消毒・除菌   

などを条件に再開する。 

・「二宮町新型コロナウイルス感染症対策公共施設利用ガイドライン」を改定して

施設等に掲示する。 

 
 
２．その他 

 
☞・ワクチン接種について、二宮町分としては 11 月 14 日にて完了したが、予約が

取れなかった方のために、1 回目接種日 11 月 21 日、2 回目接種日 12 月 12 日 

にて追加実施する。 

 
 
 

・次回、本部会議は国や神奈川県の対策本部の状況を見て、必要に応じ開催する

ことで確認。 


